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令和３年９月市議会定例会議案目録（その１） 

 

議 案 番 号 件        名 関 係 部 等 頁 

議案第６５号 
木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃

止する条例の制定について 
市 民 部 １ 

議案第６６号 

木更津市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく特定個人情報の

利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

市 長 公 室 ２ 

議案第６７号 手数料条例の一部を改正する条例の制定について 総 務 部 ３ 

議案第６８号 
木更津市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制

定について 
総 務 部 ４ 

議案第６９号 
木更津市印鑑条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
市 民 部 ５ 

 



議案第６５号 

木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例の制定について 

木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例を次のように制定する。 

令和３年８月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例 

木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成２３年木更津市条例第１９号）は、廃

止する。 

 附 則 

この条例は、令和３年９月２１日から施行する。 

提案理由 

 住民基本台帳カードの多機能端末機における利用サービスを終了するため、条例を廃止しよう

とするものである。 
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議案第６６号 

木更津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く特定個人情報の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく特

定個人情報の利用等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年８月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第  号 

木更津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く特定個人情報の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく特

定個人情報の利用等に関する条例（平成２７年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正

する。 

第１条及び第５条中「第１９条第１０号」を「第１９条第１１号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年９月１日から施行する。 

提案理由 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）の施

行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６７号 

手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年８月２６日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

手数料条例の一部を改正する条例 

 手数料条例（昭和３１年木更津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成２３年木更津市条例第１

９号）第２条に規定する多機能端末機（以下「多機能端末機」という」を「多機能端末機（本市

の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、必要な操作を行うこ

とにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ」に改める。 

別表第２行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードの再交付（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人

情報の提供等に関する省令（平成２６年総務省令第８５号）第２９条第１項の規定による場合、

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令（平成２６年政

令第１５５号）第１４条第１号に該当する場合又は個人番号若しくは住民票コード変更により返

納した場合の再交付を除く。）の項を削る。 

   附 則 

 この条例中別表第１の改正規定は令和３年９月２１日から、別表第２の改正規定は同月１日か

ら施行する。 

 

 

 

提案理由 

 木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成２３年木更津市条例第１９号）の廃止

及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）の

施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６８号 

木更津市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年８月２６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

木更津市個人情報保護条例（平成１１年木更津市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第２３条の４の表第２１条第４項の項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第１９条第７

号」を「第１９条第８号」に、「同条第８号」を「同条第９号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年９月１日から施行する。 

提案理由 

デジタル庁設置法（令和３年法律第３６号）及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の

整備に関する法律（令和３年法律第３７号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするもの

である。 
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議案第６９号 

木更津市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和３年８月２６日提出 

  木更津市長  渡 辺  芳 邦  

木更津市条例第  号 

木更津市印鑑条例の一部を改正する条例 

木更津市印鑑条例（昭和４７年木更津市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項第５号を次のように改める。 

⑸ 生年月日

第６条第１項中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号を第７号とする。 

第１２条中「第７号」を「第６号」に改める。 

第１４条第２項中「次の各号に掲げる」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構

の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第７項に規定する利用者証明用

電子証明書を記録した個人番号カードを使用した」に、「当該各号に規定する機器」を「多機能

端末機（本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、必要な

操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。）」に改め、同項各号を削

る。 

附 則 

この条例は、令和３年９月２１日から施行する。 

提案理由 

 木更津市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成２３年木更津市条例第１９号）の廃止

及び性同一性障害等に配慮する等のため、関係条文の整備をしようとするものである。 
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